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新
し
い
介
護
保
険
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　

こ
れ
ま
で
全
国
一
律
だ
っ
た
介
護
予
防
給

付
の
基
準
が
、平
成
26
年
6
月
の
介
護
保
険

法
改
正
に
伴
い
見
直
さ
れ
ま
し
た
。中
で
も

介
護
予
防
給
付
の
う
ち「
介
護
予
防
訪
問
介

護
」と「
介
護
予
防
通
所
介
護
」は
、市
町
村

が
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
事
業
を
実
施
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
背
景
に
は
、生
産
年
齢
人
口
の
減
少

に
伴
う
介
護
専
門
職
の
人
材
不
足
や
、単
身

高
齢
者
・
高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
増
加
に
よ

る
生
活
支
援
ニ
ー
ズ（
掃
除
や
買
い
物
な
ど
）

の
増
加
な
ど
が
あ
り
ま
す
。市
で
は
、新
し

く
介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

（
以
下
、「
新
総
合
事
業
」と
い
う
）を
平
成

29
年
4
月
か
ら
開
始
し
、地
域
で
の
支
え
合

い
の
推
進
や
、多
様
な
人
材
確
保
に
取
り
組

み
ま
す
。
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CLIP1

市
・
県
民
税
の
申
告
は

お
早
め
に
！

CLIP2

宮崎市からのお知らせ市政CLIP

宮崎市の人口推移 (年齢構造別 )

介護保険制度はこう変わる！

制度改正にかかる素朴な疑問にお答えします！

平成29年度 市・県民税申告

介護給付 （要介護1～5）

〈 現　行 〉 〈 移行後 〉

介護給付 （要介護1～5）

介護予防給付 （要支援1～2）

介護予防給付
（要支援1～2）

介護予防事業

新総合事業
(要支援1～2、それ以外の人)

包括支援事業
○地域包括支援センターの運営

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営
○在宅医療・介護連携の推進
○認知症施策の推進
○生活支援サービスの体制整備

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

訪問看護、
訪問・通所リハビリ、
福祉用具など

●「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が市独自の訪問型サービスと
　通所型サービスに変わります。

●訪問型サービスと通所型サービスは、これまでのサービスのほか、地域
　住民による家事援助など、簡単なサービスの提供ができるようになります。

●心身の状態に関係なく、地域で行う介護予防の事業に誰でも参加できる
　ようになります。

　

地
域
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
、地
域
、

高
齢
者
、専
門
職
の
そ
れ
ぞ
れ
が
連
携

す
る
こ
と
で
高
齢
者
の
介
護
予
防
に
つ

な
が
る
社
会
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

住み慣れた地域で安心し
て暮らしていくためにも、
新総合事業を利用して積
極的に介護予防に取り組
みましょう。

訪問介護（ホームヘルプ）
通所介護（デイサービス）

○一次予防事業
○二次予防事業

新事業に移行

支援の拡充

現行と同様

現行と同様

①介護予防・生活支援サービス事業
　・訪問型サービス
　・通所型サービス
　・介護予防支援事業(ケアマネジメント）など

②一般介護予防事業
　・健康運動教室など

地
域
に
応
じ
た

サ
ー
ビ
ス

齋田 彩佳
さ い た あ や か

長寿支援課
主事

地
域
で
支
え
合
う
ま
ち

を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　

市
で
は
平
成
29
年
4
月

1
日
か
ら
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。現
在
、要
支
援

認
定
を
受
け
て
い
る
人
が
利

用
し
て
い
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

と
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
、更
新

後
か
ら
新
総
合
事
業
の
訪

問
型
・
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
と

し
て
、同
様
の
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

い
つ
か
ら
新
総
合
事
業
を

利
用
で
き
ま
す
か
？

Q1A　

こ
れ
ま
で
利
用
し
て
い
た

事
業
所
が
新
総
合
事
業
の

訪
問
型
・
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
い
る
場
合
に
は

利
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。ど
の
事
業
所
の

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
か

は
、本
人
の
意
向
や
心
身
の

状
態
な
ど
を
確
認
し
た
上

で
、地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
な
ど
と
相
談
し
な
が
ら

自
立
に
向
け
た
サ
ー
ビ
ス
を

選
択
で
き
ま
す
。

Q2A

こ
れ
ま
で
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
、引
き
続

き
利
用
で
き
ま
す
か
？

　

新
総
合
事
業
の
訪
問
型
・

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
は
、要

支
援
１
〜
２
ま
た
は
新
総
合

事
業
対
象
者
が
利
用
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
こ

れ
ま
で
と
同
様
、介
護
給
付

の
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
で
き

ま
す
。

Q3A

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

て
も
新
総
合
事
業
の
訪
問

型
・
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
で
き
ま
す
か
？

　

新
総
合
事
業
の
訪
問
型
・

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
利
用

者
負
担
割
合
は
こ
れ
ま
で
の

介
護
予
防
給
付
と
変
更
あ

り
ま
せ
ん
。
65
歳
以
上
で

一
定
以
上
所
得
が
あ
る
人
の

利
用
者
負
担
は
2
割
と
な

り
、そ
れ
以
外
の
人
の
利
用

者
負
担
は
1
割
で
す
。

Q4A

サ
ー
ビ
ス
費
の
利
用
者
負

担
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

■ 申告期間／2月2日(木)～3月15日(水)
■ 受付時間／9時～12時、13時～16時(土・日曜、祝日は除く) 　

私
た
ち
の
暮
ら
し
を
支
え
る
重
要
な
財
源
で
あ
る
市
・
県

民
税
。税
の
申
告
は
、市
・
県
民
税
や
国
民
健
康
保
険
税
、介

護
保
険
料
な
ど
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
だ
け
で
な
く
、税
証

明
の
交
付
や
保
育
料
な
ど
の
判
定
に
も
必
要
で
す
。

　

昨
年
の
申
告
状
況
を
基
に
、申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
人

に
は
、1
月
下
旬
に
申
告
書
を
郵
送
し
ま
す
。申
告
期
間
終

了
日
が
近
く
な
る
と
申
告
会
場
が
混
雑
し
ま
す
の
で
、早
め

の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。な
お
、郵
送
で
の
申
告
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

目
指
す
姿

①市・県民税申告書（会場にも置いています）
②印鑑
③給与や年金収入がある人は源泉徴収票（交付が受けられない
　場合は、給与支払証明書など収入額を証明する書類）
④営業・農業・不動産所得がある人は、収支内訳書とその収益
　や経費を証明する帳簿、出荷証明や領収書など
⑤各種控除（社会保険料、生命保険料、地震保険料ほか）の支払
　い証明書など

※1月18日（水）～3月15日（水）の市・県民税の申告は、市民税課や総合支所の
　通常窓口ではなく、次のページに記載している会場のみの受け付けとなります。

250,000

■ 生産年齢人口（15～64歳）
■ 高齢者人口（65歳以上）
■ 年少人口（0～14歳）
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
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新総合事業のポイント
お持ちいただくもの




